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府立学校における今後の教育活動等について 

令和４年１月26日 

大阪府教育庁 

 

１ 基本的な考え方について 

府内における新型コロナウイルス感染状況については、急速な感染拡大が継続しており、学校関連で

の感染事例も多数確認されている。また、感染収束の兆しは見られず、今後も感染拡大又は高水準での

推移が想定されているところ。 

このような状況を踏まえ、府立学校においては、子どもたちの健やかな学びを保障するため、通常形

態で教育活動を継続するが、感染防止の取組みとして、感染リスクの高い教育活動は実施しない等の制

限を行うとともに、各校において陽性者等が確認された場合には、すみやかに濃厚接触の可能性のある

者の特定を行う等の対応を取ること。 

 

２ 感染症対策の徹底について 

(1) 基本的な感染症対策の徹底 

マスクを着用し、手洗い及び換気を徹底する。常時換気が難しい場合は30分に１回以上窓を開けて

換気を行う。特に更衣時等マスクを外す場面においては会話を厳に慎むよう指導を徹底する。 

また、下校時等の児童生徒どうしによる飲食については厳に慎むよう指導する。 

なお、基本的な感染症対策の実施にあたっては、「府立学校における新型コロナウイルス感染症対

策マニュアル～学校での教育活動等を行うにあたって～（令和２年12月25日）」（以下「感染症対策

マニュアル」という。）のP.4～20を参照すること。 

(2) 健康観察の徹底 

児童生徒等、教職員とも、登校出勤前に自宅にて検温・健康観察の実施を徹底する。児童生徒等に

ついては、別添の「けんこうかんさつカード」等を活用し、日々の健康状態を把握するとともに、体

調が悪い時は自宅での休養を促し、無理して登校しないよう指導する。 

また、登校後は児童生徒等の体調観察に努め、体調の不調を確認した場合は速やかに教職員が連携

し迅速な対応をとる。 

教職員が発熱等の風邪症状がある時は休みを取り、積極的に受診しやすい環境を整える。 

(3) 給食・食事時の指導や食堂の利用等 

食事の前後の手洗いを徹底するとともに、机を向かい合わせにしない、食事時の会話を控える、

食事後には必ずマスクをつけるなど、飛沫の飛散防止の対応を行う。 

(4) 食堂における感染症対策 

  食堂運営事業者と協議・相談の上、食堂での感染予防策を徹底する。 

なお、感染予防策の実施にあたっては、「感染症対策マニュアル」のP.34～35を参照すること。 

  とりわけ、以下の点について留意すること。 

  ・テーブル上やカウンターでのパーテーションの設置等、飛沫感染を防ぐための対策を行う。 

  ・換気を徹底するとともに、ＣＯ２モニターを設置するなど換気の状況を確認する。 

  ・座席に一定の間隔をあける、一方向のみに座る等、密着・密集を防ぐための座席配置を行う。 

 

３ 教育活動上の対応について 

(1) 感染リスクの高い教科活動 

以下に例を挙げるような、マスク着用等の感染症対策を講じてもなお感染リスクの高い学習活動

は実施しない。 

・各教科等に共通する活動として「児童生徒等が長時間にわたり、密集又は近距離で対面形式とな

別紙 
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るグループワークやグループ活動、ディスカッション等」、「近距離で一斉に大きな声で話す活

動」 

・音楽における「室内で児童生徒等が近距離で行う合唱及びリコーダーや鍵盤ハーモニカ等の管

楽器演奏」（「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校において合唱等を行う場面での新型

コロナウイルス感染症対策の徹底について」（令和２年12月10日）参照） 

・家庭、技術・家庭における「児童生徒等同士が近距離で活動する調理実習」 

・図画工作、美術や工芸等における「児童生徒等同士が近距離で活動する共同制作等の表現や鑑賞

の活動」 

・理科における「児童生徒等同士が近距離で活動する実験や観察」 

・体育、保健体育における「児童生徒等が密集する運動」や「近距離で組み合ったり接触したりす

る運動」 

(2) 体育の授業実施上の留意点 

可能な限り屋外で実施する。屋内で実施する必要がある場合は、特に呼気が激しくなるような運動

は避ける。また、集団で行う活動は避け、なるべく個人で行う活動とし、特定の少人数（２～３人程

度）での活動（球技におけるパスやシュートなど）を実施する際は十分な距離を空ける。 

なお、実技を伴う体育の授業の実施にあたっては、「感染症対策マニュアル」の P.26～28を

参照すること。 

運動時は身体へのリスクを考慮し、マスクの着用は必要ない。特に、呼気が激しくなる運動を行う

際には、十分な呼吸ができなくなるリスクがあるため、十分な感染症対策を講じた上で、マスクを外

す。ただし、用具の準備や片付けなど運動を行っていない際は、感染症対策として可能な限りマスク

を着用すること。 

また、呼吸が激しくならない軽度な運動を行う際、児童生徒等がマスクの着用を希望する場合は、

マスクの着用を否定するものではないが、その際であっても、児童生徒等の体調の変化に注意し、必

要に応じて他の児童生徒等との距離を十分に確保して、マスクを外して休憩するよう指導するなど、

感染症対策を講じながら事故防止にも留意する。（「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づ

く緊急事態宣言等の終了を踏まえた小学校、中学校及び高等学校等における新型コロナウイル

ス感染症への対応に関する留意事項について」（令和３年９月 28日、文部科学省事務連絡）の４

参照） 

(3) 学校行事等 

実施にあたっては、十分な感染症対策を講じるとともに、「児童生徒等が長時間にわたり密集又は

近距離で行う活動」「近距離で一斉に大声を出す活動」等感染リスクの高い活動は行わない。 

また、発声を伴う活動を行う場合は、原則マスクを着用し、室内では換気を徹底したうえで、マス

クを着用している場合であっても、前後方向及び左右方向ともにできるだけ２ｍ（最低１ｍ）空ける

など対策を講じること（「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校において合唱等を行う場面で

の新型コロナウイルス感染症対策の徹底について」（令和２年12月10日）参照）。 

また、保護者等の来場者については、行事の趣旨や会場の収容人数等を踏まえ、例えば、会場内で

の身体的距離を人と人とが接触しない程度の間隔を確保できることなどを目安として、必要に応じ

て人数を制限する。 

 (4) 府県間の移動や泊を伴う教育活動 

府県間の移動を伴う教育活動（修学旅行や校外学習など）は、同活動中において感染が疑われる事

例が確認されていること等を踏まえ、実施について慎重に検討する。そのうえで、実施する場合には、

これまで以上に感染症対策を徹底すること。 

また、修学旅行等、泊を伴う教育活動については、取消料が発生する概ね21日前をめどに、実施の
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可否について、「令和２年度修学旅行の実施（新型コロナウイルス感染症対策）に係るガイドライン

（令和２年12月３日改訂）」の内容を踏まえ慎重に判断することとし、実施する場合は、あらかじめ

学校所在地の保健所との連携体制を構築するとともに、現地でのアクティビティ、食事、入浴、就寝

前等あらゆる場面において「感染症対策マニュアル」のP.30～31を参照して、これまで以上に感染症

対策を徹底する。  

(5) 部活動 

合宿や府県間の移動を伴う練習試合（合同練習を含む。）は行わない。公式な大会等（※１）に係

る他府県への移動等に際しては、これまで以上に感染症対策を徹底する。 

また、活動する際は、「感染症対策マニュアル」の「部活動に関する留意事項」p.31～33』を再度

徹底するとともに、以下の点に留意すること。 

ア 生徒の健康状態を把握したうえで活動を行うこととし、発熱や風邪症状がある場合は活動へ

の参加を見合わせるよう指導を徹底する。 

イ 普段の練習においては、十分な感染症対策を講じるとともに、「生徒どうしが近距離で向き合

う活動」「身体接触を伴う活動」「大きな発声や激しい呼気を伴う活動」等感染リスクの高い活

動は行わない。ただし、公式な大会等への出場に向けて、事故防止の観点から、これらの活動を

行う必要がある場合は、最小限にとどめる。 

（※１）公式な大会等：高等学校体育連盟や競技団体、文化関係連盟等が主催する大会や 

コンクール等 

ウ 用具等については、不必要に使いまわしをしないとともに、こまめに消毒する。 

エ 部活動休憩時においては生徒どうしで会話をしながら飲食することを控えるとともに、登下

校時や公式戦会場等への移動時においては生徒どうしで食事をすること自体控えるよう、特に

指導を徹底すること。 

オ 部室や更衣室等、共用エリアを使用する場合には、短時間の利用とし、一斉に利用することは

避け、時間差利用、身体的距離の確保、会話の制限を行うとともに、可能な限りマスクを着用す

るよう指導を徹底すること。 

カ 直近の３日間に同一部内で陽性者や濃厚接触者が複数（15%以上）確認された場合は、当該部

活動を３日間停止するなど、感染防止対策を徹底すること。 

キ その他、「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言等の終了を踏まえた小

学校、中学校及び高等学校等における新型コロナウイルス感染症への対応に関する留意事項に

ついて」（令和３年９月28日、文部科学省事務連絡）の別紙１の内容に留意すること。 

 

４ 児童生徒等の心のケア等について 

(1) 心のケア等 

新型コロナウイルス感染症への対応に伴い、児童生徒等の不安やストレスが高まることが懸念さ

れる。一人ひとりの心身の状況把握に努めるとともに、保護者やスクールカウンセラー等の専門家と

連携しながら、教職員全体で対応する。 

また、「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を生徒に対して集団で実施することについての

考え方及び留意点等について」（令和３年７月14日付け教保第1599-2号）の内容等を含め、新型コロ

ナウイルス感染症に関わっての偏見や差別、いじめが生起しないよう十分留意する。（「感染症対策

マニュアル」P.21～22参照） 

(2) 新型コロナウイルス感染症に係る不安を感じる児童生徒等への対応 

新型コロナウイルス感染症が感染拡大していること、家族に体調不良者やＰＣＲ検査受検者がい

ることなど、同感染症への不安を感じる児童生徒等からの相談に対しては、可能な限りその意向等を

尊重する。そのうえで、新型コロナウイルス感染症に係る不安を感じて登校しない児童生徒等につい

ては、健康状態や学習状況を把握するとともに、「５ 児童生徒等に対する学びの保障等について」
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のとおり個別に対応する。 

また、合理的な理由があると校長が判断する場合には、指導要録上「出席停止・忌引等の日数」と

して扱う。 

支援学校幼稚部においても同様の扱いとなる。幼稚部幼児指導要録には、「出席停止・忌引等の日

数」の記載欄がないため、備考欄に「保護者の責任に帰すことのできない事由で欠席した場合などで、

校長が出席しなくてもよいと認めた日」である旨を記載する。 

  なお、すべての児童生徒等及びその保護者等に対して、同感染症への不安を感じて登校しない場合

は、欠席扱いとはしないことやオンライン等を活用して学びの保障等を行うことについて、周知徹底

を図ること。 

(3) 児童虐待への対応 

新型コロナウイルス感染症への対応に伴い、雇い止めや在宅勤務等、保護者の就業状況の変化によ

り、生活困窮や家庭内の緊張関係が高まり、児童虐待が生起することが懸念される。各市町村の要保

護児童対策地域協議会等の関係機関や、スクールソーシャルワーカー等の専門家と連携し、学校組織

として、児童生徒等の状況把握に努める。 

児童虐待あるいはその疑いがある場合には、ためらわず子ども家庭センターまたは市町村の福祉

部局等に通告を行う。 

 

５ 児童生徒等に対する学びの保障等について 

(1) 新型コロナウイルス感染症に係る不安を感じて登校しない児童生徒等に対する学びの保障等につ

いて 

児童生徒等の状況に応じた学びの保障等を行っていくことが重要であり、その際には、児童生徒等

や保護者の意向も踏まえ、積極的にオンラインを用いた学びの保障（※）を行う。 

また、濃厚接触者等に特定された児童生徒等についても、児童生徒等や保護者の意向も踏まえ、同

様の支援を実施する。 

(2) 臨時休業となった際の学びの保障等について 

感染症や災害発生時等の非常時においては、児童生徒等の規則正しい生活習慣を維持するととも

に、学習に著しい遅れが生じることがないよう、オンラインを用いた学びの保障を行うことが重要で

ある。また、児童生徒１人１台端末を活用した、これまで以上に積極的な取組みが求められているこ

と等を踏まえ、非常時におけるオンラインを活用した学びの保障ガイドラインに基づき、原則とし

て、臨時休業決定後３日めまでにはオンラインを用いた学びの保障（※）を開始する。あわせて、学

習内容のさらなる充実や児童生徒等の心理的な支援という観点から、実施に際しては、同時双方向型

学習やオンデマンド動画を積極的に取り入れる。（「感染症や災害の発生時等の非常時におけるオン

ラインを活用した学びの保障について」（令和３年10月５日付け教高第2820号）参照） 

   （※） オンラインを用いた学びの保障例 

(ｱ) Google MeetやZoom等を用いた同時双方向型での支援 

 教室で行っている授業を配信 

 登校しない児童生徒等を対象とした講義 

 質問対応 

 ホームルームや個別懇談 

(ｲ) Youtube等を用いたオンデマンド型での支援 

 授業を録画して配信 

 課題のポイントを解説した動画の配信 

(ｳ) Google Classroom等を使った支援 

 課題を送受信 

 チャット機能を用いた質問対応 
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６ 児童生徒等又は教職員に感染者が確認された場合の対応について 

オミクロン株の流行状況等を踏まえ、発出された令和４年１月17日付け文部科学省事務連絡「『新型コロ

ナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について』の周知について」及び令和４年１月18日

付け府健康医療部長通知「オミクロン株感染拡大を踏まえたさらなる保健所業務の重点化について」を受け、

府立学校の児童生徒等において新型コロナウイルス感染症の感染者が確認された場合の対応については、以

下のとおりとする。 

(1) 濃厚接触者の候補者の特定について 

(ｱ) 学校所在地を管轄する保健所から、濃厚接触者の定義が示されている場合は、それに従いリ

スト（※１）を作成する。示されていない場合は、次の事項を参考に判断し、同リストを作

成すること。 

＜濃厚接触の可能性の判断（大阪府健康医療部ＨＰより）※２＞ 

陽性者の感染可能期間（※３）中に 

 手で触れることのできる距離（目安として１ｍ）でマスクなしで15分以上会話をした者 

 車内等で長時間（１時間以上）の接触（※４）があった者 

 適切な感染防護なしに陽性者を診察、看護もしくは介護をしていた者（例：医療従事者・介護職

など） 

 陽性者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者（例：医療従事者・

介護職など） 

(ｲ) 学校が主体的に接触状況等を確認の上、濃厚接触者の候補者を特定し、作成したリストを学

校を所管する保健所に提出し、共有する。（※５） 

(ｳ) 提出した内容を府立富田林中学校及び府立高等学校は保健体育課へ、府立支援学校は支援教

育課へ連絡し、臨時休業について協議する。 

※１ 保健所指定の様式がない場合は、「（様式）陽性者が確認された場合の学校による調査」

を使用する。 

※２ 大 阪 府 健 康 医 療 部 Ｈ Ｐ （ https://www.pref.osaka.lg.jp/kansenshokikaku/ 

kensataisei/noukou10niti.html） 

※３ 陽性者が有症状の場合、発症２日前から療養終了日まで。 

※４ 接触とは「会話」や「共有のものを使用」をさします。 

※５ 学校が実施した調査について、学校所在地を管轄する保健所と共有できない場合や、

教育活動において陽性者が他者と接触していないと確認できる等、保健所と共有する

必要がない場合は、府立富田林中学校及び府立高等学校は保健体育課まで、府立支援

学校は支援教育課まで連絡する。 

(2) 学校が濃厚接触者と特定した児童生徒等の出席停止について 

文部科学省事務連絡を踏まえ、学校が濃厚接触者と特定した児童生徒等については、オミクロン株

陽性者の濃厚接触者として陽性者と接触した翌日から起算して10日間の出席停止として運用する

（令和４年１月17日付け「『新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応につい

て』の周知について」参照）。そのうえで、陽性者や濃厚接触者と特定されなかった児童生徒等につ

いては、下記「(3) 臨時休業の取扱いについて」により臨時休業を実施する場合を除き、教育活動を

継続すること。 

(3) 臨時休業の取扱いについて 

(ｱ) リスト提出後、教育庁との協議において、次の場合に臨時休業を実施する。 

 直近３日間の陽性者及び濃厚接触者が学級において複数（15％以上）確認された場合は、原則３
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日間の学級閉鎖とする。 

 複数の学級を閉鎖するなど、学年内で感染が広がっている可能性が高い場合は、原則３日間

の学年閉鎖とする。 

 複数の学年を閉鎖することに加えて、閉鎖していない学年に感染者が存在するなど、学校

内で感染が広がっている可能性が高い場合は、原則３日間の学校全体の臨時休業とする。 

（注） 学年閉鎖については、それ以前の学級閉鎖に加えて行う場合がある。学校全体の

臨時休業についても同様。 

(4) 臨時休業期間における教職員の服務について 

臨時休業期間において、新型コロナウイルス感染症の感染の防止のため、校長・准校長が教職員に

対し、自宅での待機を命じた場合、当該教職員の服務については、職務に専念する義務の免除とする。

この他、教職員の服務の取扱いについては令和３年６月３日付け教職企第1398号「新型コロナウイル

ス感染症にかかる教職員の服務について」を参照する。 

(5) 教職員等が濃厚接触者と特定された場合の自宅待機期間について 

教職員等が濃厚接触者と特定された場合の自宅待機期間については、令和４年１月18日付け府健

康医療部長通知を踏まえ、10日間自宅待機する。なお、濃厚接触者となった教職員等がやむを得ず出

勤しなければならない場合は、別途通知する取扱いに従い検査実施等の条件を満たすことにより自

宅待機期間を短縮することができる。 

(6) 臨時休業となった際の児童生徒等に対する学びの保障等については、上記５(2)を参照する。 

(7) 感染者や濃厚接触者に特定された児童生徒等への対応等については「感染症対策マニュアル」

（p.39～41）を参照する。 

 

７ 参考資料等 

【教育活動等全般について】 

「府立学校における新型コロナウイルス感染症対策マニュアル」 

（令和２年12月25日付け 教保第2197号） 

 「新型コロナウイルス感染症に係る府立支援学校における留意事項」 

（令和３年５月10日付け 教支第1260号） 

【授業や学校行事等について】 

「小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校において合唱等を行う場面での新型コロナウイルス感

染症対策の徹底について（依頼）」         （令和２年12月10日付け 教高第3162号） 

「令和２年度修学旅行の実施（新型コロナウイルス感染症対策）に係るガイドライン（令和２年12月

３日改訂）」                   （令和２年12月３日付け 教高第2271-2号） 

「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言等の終了を踏まえた小学校、中学校及

び高等学校等における新型コロナウイルス感染症への対応に関する留意事項について」 

（令和３年９月28日付け 事務連絡（文部科学省）） 

【部活動等について】 

「小学校、中学校及び高等学校等における新型コロナウイルス感染症対策の徹底について（通知）」 

（令和３年１月８日付け 教保第2310号） 

「新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言等の終了を踏まえた小学校、中学校及

び高等学校等における新型コロナウイルス感染症への対応に関する留意事項について」 

（令和３年９月28日付け 事務連絡（文部科学省）） 

【児童生徒等の心のケア等について】 

「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を生徒に対して集団で実施することについての考え方及

び留意点等について」               （令和３年７月14日付け 教保第1599-2） 

【児童生徒等に対する学びの保障等について】 
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「感染症や災害の発生時等の非常時におけるオンラインを活用した学びの保障について」 

（令和３年10月５日付け 教高第2820号） 

【児童生徒等又は教職員に感染者が確認された場合の対応について】 

「『新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について』の周知について」 

（令和４年１月17日付け 事務連絡（文部科学省）） 

「オミクロン株感染拡大を踏まえたさらなる保健所業務の重点化について」 

 別添１「オミクロン株感染拡大を踏まえたさらなる保健所業務の重点化」 

 別添２「新型コロナウイルス感染症感染急拡大時の濃厚接触者の取扱いについて」 

 別添３「事業者の皆様へ ～感染急拡大時の事業所における感染拡大防止の取組みについて～」 

（令和４年１月18日付け 感企第4200号） 

「（様式）陽性者が確認された場合の学校による調査」・「府立学校における臨時休業の取扱い」 

（保健体育課） 

「事業所や施設等で新型コロナ陽性者が発生した場合の対応フロー」 

健康医療部ＨＰ：https://www.pref.osaka.lg.jp/kansenshokikaku/kensataisei/noukousesshokusha.html 

「［COVID-19］児童生徒等及び教職員に感染者が確認された場合の基本的な対応の改訂について（通

知）」                     （令和３年２月24日付け 教保第1480-２号） 

「新型コロナウイルス感染症にかかる教職員の服務について」 

（令和３年６月３日付け 教職企第1398号） 


